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軽井沢町自然保護審議会  会議録  

 

１．開催 日 時  令和６年１０月２４日（木）  

１３：３０～１５：００  

２．開催 場 所  軽井沢町中央公民館  大講堂  

３．出 席 者 

   会  長  

委  員：Ａ委員、Ｂ委員、Ｃ委員、Ｄ委員、Ｅ委員、Ｆ委員、 

Ｇ委員、Ｈ委員、Ｉ委員、Ｊ委員、Ｋ委員、Ｌ委員、 

Ｍ委員、Ｎ委員、Ｏ委員、Ｐ委員、Ｑ委員  

   オブザーバー：自然保護対策優良事業認定部会長  

   議題（２）関連の説明のための出席者：  

受託業者社員Ａ、受託業者社員Ｂ  

理事者：町長、副町長  

   事務局：事務局Ａ、事務局Ｂ、事務局Ｃ、事務局Ｄ、事務局Ｅ  

４．議   題 

（１）  令和６年度  軽井沢町自然保護対策優良事業認定制度「軽

井沢緑の景観賞」について  

（２）  軽井沢町地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（案）に

ついて  

（３）  軽井沢町版レッドデータブック策定について  

（４）  軽井沢町の自然保護対策要綱等の改正について  

５．傍聴 人 数  ８名  

６．議事 内 容  以下のとおり  

 

１．開   会  

【事務局Ａ】（●●●●●●）  

  お忙しいところご出席いただきありがとうございます。【事務局

Ａ】（●●●●●●）でございます。会議冒頭の進行を務めさせて

いただきますが、よろしくお願いいたします。  

定刻となりましたので、只今から、軽井沢町自然保護審議会を開

催いたします。  

本日は委員 20名のうち、出席者 18名でございますので、軽井沢町

自然保護審議会条例第６条第２項の規定による定数に達しており

ますので、会議が成立いたしました。なお、【Ｒ委員】（●●●●

●●●●●）、【Ｓ委員】（●●●●●●●●●）より欠席の連絡

をいただいております。  



2/29 

続きまして、事務局より傍聴者及び取材希望者をご報告いたしま  

す。  

【事務局Ｂ】（●●●●●●●●）  

【事務局Ｂ】（●●●●●●●●）でございます。よろしくお願

いいたします。  

 傍聴希望者及び取材希望者の取扱いにつきましては、「軽井沢町

審議会等の委員の選任及び会議の公開に関する指針」の第５条、『会

議の公開』の規定に基づき、公開とさせていただきますのでご了承

願います。  

それでは、はじめに、本日の傍聴は７名でございます。  

 なお、本日は、報道関係者の方はいらしておりません。  

 傍聴者の方にお願いいたします。会議の傍聴にあたりましては、

委員各位の理解に基づき公開で行うこととしている趣旨を尊重し、

整然と傍聴いただき、委員各位の自由闊達な議論と議事進行にご協

力をお願いいたします。携帯電話はマナーモードにするなど音の出

ない設定にしていただくとともに、会議中はお静かに願います。  

また、この審議会での発言の内容や個別の情報などについて、個

人情報が含まれるものや継続審議となるものもございますので、そ

の取り扱いには十分ご留意願います。  

もう一点、会議資料につきましては、個人の利用の範囲内で持ち

帰りを可とさせていただきます。ただし、資料は、整理を行ったも

ので公開できるものにつきましては、後日ホームページにて公開を

いたしますので、決して資料のＳＮＳ等への掲載等は行わないよう

にしてください。  

【事務局Ａ】（●●●●●●）  

それでは、続きまして、【町長】（土屋  三千夫  町長）より、

あいさつを申し上げます。  

 

２．町長あいさつ  

 【町長】（土屋  三千夫  町長）  

  本日は、お忙しい中、軽井沢町自然保護審議会にご出席いただき、

誠にありがとうございます。  

さて、私の主な施策としまして「自然環境の保全と再生」を掲げ

ておりますが、「自然環境の保全」と「景観の維持」に関しまして

は、複数の方々から軽井沢の価値が失われるのではないかといった

強い危機感を持たれ、心配のご意見をいただいております。  

現状の自然保護対策要綱の仕組みだけではスピード感を持って
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対応することが難しい点もあります。  

「自然環境」と「景観」が保持し続けられるよう、規制を強化す

る内容も含めて、自然保護審議会の皆様を中心に、自然保護対策要

綱の改正を検討部会で一緒に検討いただいております。  

軽井沢の魅力が向上する努力は不可欠ですが、一方で魅力が上が

れば、さらに別荘や定住人口の増加も予想されます。そういった新

たに軽井沢に住もう、別荘を所有しようとする方々にも、自然保護

対策要綱を理解し知っていただくために、町のホームページ上で３

次元のグラフィックを用いて自然保護対策要綱を紹介するコンテ

ンツを開設するよう進めております。  

用途地域の見直しや土地利用時の規制につきましても、各課が持

っている現状の課題や進捗状況、今後のスケジュール感を共通認識

として保有し、その上で検討・改善が図られるよう役場内に「土地

利用等庁内検討委員会」を設置し、検討を行っております。  

また、生物多様性保全のための施策としまして、令和７年度より

『軽井沢町版レッドデータブック』の策定を計画しておりますが、

事前準備としまして、こちらも検討部会で議論をいただいておりま

す。  

並行しまして、今年の４月から配置しました植生学の専門家を中

心に、地域全体で「自然環境の保全と再生」ができるよう、植生に

関する人材育成のための養成講座としまして「軽井沢  野杜の匠」

を開設しました。こちらは、10名の定員に対しまして 54名もの方か

ら応募をいただき、町民の皆様の自然環境の保全に対する関心の高

さが伺えました。次の人材育成や自然環境保全の中心として育って

いただき、活躍していただけることを期待しております。  

この養成講座とは別に、軽井沢町の緑や植生に関する個別の問題

に触れアドバイスさせていただく「植生学の相談会」も８月より毎

月開催しております。町民の皆様だけでなく、別荘の皆様にもご利

用いただいており、その中では『敷地内の木が大きくなり過ぎて心

配である』・『自分の住んでいる場所にはどういった植物が適して

いるか』といった相談が多くあり、樹木の世代交代も含め、軽井沢

の地域特性にあった「自然環境の再生」のためのアドバイスをさせ

ていただいております。  

町としましては、「自然環境の保全と再生」をより推進するため

に、自然保護対策要綱の理念と思いはしっかり受け継ぎ、併せて新

たな課題への対応やさらなる啓発活動を推進し、住民、事業者の

方々の理解が得られるよう努力を続けてまいります。  



4/29 

本日の審議会では、この他にも「緑の景観賞」や「地球温暖化対

策」に関することも議題とさせていただいております。  

委員各位におかれましては、慎重なご審議を賜りますとともに、

有意義な会となりますことを祈念申し上げ、あいさつとさせていた

だきます。本日はよろしくお願いいたします。  

 

３．会長あいさつ  

【事務局Ａ】（●●●●●●）  

続きまして、【会長】（●●●●●●●●●）より、ごあいさつ

をお願いいたします。  

【会長】（●●●●●●●●●）  

本日は、お忙しい中、軽井沢町自然保護審議会にご出席いただき

ましてありがとうございます。  

前回の審議会は３月で、ちょっと時間が空いたような感じもいた

しますけれども、委員の皆さん方も関わってらっしゃる自然保護審

議会の４つの部会がありまして、それぞれの部会はかなりこの間活

動しておりまして、委員の皆様にも色々ご協力いただいてお礼申し

上げます。  

私の方はオブザーバーという形ですけれども、一応、全部の部会

にも参加させていただいております。  

本日はそれぞれの部会の活動に基づいての審議になりますが、本

日は、盛りだくさんの内容でありますので、事務局から皆様の方に

はすでに資料が届いているかと思いますが、概ね２時間という限ら

れた時間になりますけれども、有意義な議論を交換できればと思っ

ております。どうぞよろしくお願いいたします。  

【事務局Ａ】（●●●●●●）  

 会長ありがとうございました。  

 報道の方がいらっしゃいましたので事務局から紹介させていた

だきます。  

【事務局Ｂ】（●●●●●●●●）  

 本日の報道関係者は、【報道機関Ａ】（●●●●●●）がいらし

ていることを報告させていただきます。  

【事務局Ａ】（●●●●●●）  

  それでは、自然保護審議会条例第６条第１項により、会長が議長

となりますので、【会長】（●●●●●●●●●）に議事進行をお

願いいたします。  
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４．議   題  

（１） 令和６年度  軽井沢町自然保護対策優良事業認定制度「軽

井沢緑の景観賞」について  

【会長】（●●●●●●●●●）  

それでは、議題（１）になりますが、令和６年度  軽井沢町自然

保護対策優良事業認定制度「軽井沢緑の景観賞」について、事務局

よりお願いします。  

 【事務局Ｃ】（●●●●●●●●●●）  

  議題（１）について説明いたします。  

  審議会の委員が変更となっていますので、まず審査の流れについ

てご説明をさせていただきます。  

「軽井沢  緑の景観賞」は、『軽井沢町自然保護対策優良事業認

定制度要綱』に基づき毎年度１回公募しておりまして、軽井沢町自

然保護審議会条例第８条第１項の規定に基づきまして、認定部会で

の審査を行い、当審議会の意見を聴取したうえで認定する流れとな

ります。  

なお、部会に属す委員につきましては、参考資料１－③の通りと

なっております。本日、説明のために専門委員の、【団体Ａ】（●

●●●●●●●●●●●●●）【自然保護対策優良事業認定部会長】

（●●●●●●●●）が出席されておりますが、そのほか専門委員

としまして【団体Ｂ】（●●●●●●●）【自然保護対策優良事業

認定部会委員Ａ】（●●●●●●●●●●）、自然保護審議会の委

員から、【Ａ委員】（●●●●●●●●）、【Ｂ委員】（●●●●

●●●●）、【Ｃ委員】（●●●●●●●●）の以上５名で構成さ

れております。  

それでは、資料の右上に『議題第１号』と記してございますが、

こちらをご覧ください。  

令和６年度  軽井沢町自然保護対策優良事業認定制度「軽井沢  

緑の景観賞」について、ですが、昨年の自然保護審議会において議

題とさせていただきましたが、本年は募集要項が変わり、一般住宅

部門、集合住宅部門、その他部門の３部門について募集いたしまし

た。募集要項については参考資料１－①をご覧いただければと思い

ます。  

『１．公募期間』になりますが、本年は４月１日（月曜日）から

７月 12日（金曜日）まで公募を行い、広報かるいざわ４月号、別荘

所有者向け広報「緑のおたより」、町ホームページでの周知のほか、

風越公園のスカップ軽井沢、町内２カ所のスーパー、中央公民館に
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募集のチラシを置かせていただき、周知をいたしました。  

『２．応募案件』ですが、本年度の応募は一般住宅部門２件、集

合住宅部門２件の計４件ございました。  

概要につきまして、一般住宅部門として物件１は追分区の住宅

（別荘）、物件４は旧軽井沢区の住宅（別荘）、集合住宅部門とし

まして、物件２は旧軽井沢区の集合住宅（寄宿舎）、物件３は南ヶ

丘区の集合住宅（マンション）、となっております。詳細は、資料

の右上に 参考資料１－② と記してございます調査用紙を参考とし

ていただければと思います。  

『３．審査経緯』になりますが、本年度は９月 18日に審査を実施

していただいております。  

審査結果につきましては、【自然保護対策優良事業認定部会長】

（●●●●●●●●）よりご説明をお願いいたします。  

【自然保護対策優良事業認定部会長】（●●●●●●●●）  

審査結果につきましてご説明いたします。  

部会員５名と、今回はオブザーバーとして【会長】（●●●●●

●●●●）にもご参加いただき、審査を行いました。  

１物件当たり一人 25点満点で評価をしたところ、一般住宅部門の

物件１が 70点、集合住宅部門の物件２が 77点、集合住宅部門の物件

３が 97点、一般住宅部門の物件４が 88点という結果となりました。 

周辺の景観との調和を考えた建物のデザインや植栽計画など、こ

だわりをもった魅力的な作品が多かったと思います。  

評点を踏まえて部会員で論議を尽くした結果、集合住宅部門の物

件３の作品を優秀賞として選考しました。  

資料１をご覧ください。物件３の作品は、従来の集合住宅とは異

なり長屋建ての集合住宅で各戸に個性をもたせた、これからの軽井

沢の新しい集合住宅のスタイルです。建物や外構の細部にまでにわ

たるこだわりやＬ字型の敷地を有効活用した配置計画など工夫が

感じられ、高い評価となりました。ただ、敷地の入り口に設置して

ある門やゲートについては、審査の中で論点となりました。集合住

宅としてセキュリティ面に配慮した設計だと伺えますが、地域コミ

ュニティーを考慮すると閉鎖的な印象を受け、建物や周りの景観と

の融合について意見が分かれました。建物自体は敷地内の自然との

調和が感じられるため、入り口の門やゲートを含めた景観を演出す

ることにより、さらに魅力がある空間となると期待が寄せられまし

た。議論のなかで上がった意見として、入り口の門やゲートについ

ての評価コメントをつけたうえで優秀賞としたいと思います。  
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 よろしくご審議のほど、よろしくお願いいたします。以上でござ

います。  

【事務局Ｃ】（●●●●●●●●●●）  

 その他につきましては特にございません。以上、事務局からの説

明とさせていただきます。  

【会長】（●●●●●●●●●）  

  只今、事務局より説明のありました内容について、委員の皆様か

ら何か質問・ご意見等はございますか。  

 【Ｄ委員】（●●●●●●●●）  

  集合住宅ということですが、いわゆる「別荘」として販売するス

タイルということでよろしいですか。  

 【自然保護対策優良事業認定部会長】（●●●●●●●●）  

  そうでございます。  

【会長】（●●●●●●●●●）  

 他にご質問とかご意見ございますか。  

【Ｅ委員】（●●●●●●●●）  

  審査ありがとうございました。  

選ばれました優秀賞の作品について、私から特にコメントするこ

とはないのですけれども、一つ、ちょっと参考にということで、基

本的なことなのですけれども、今回のですね、応募案件４物件の内

の１ですかね、№ 1の物件がありますけれど、追分区にあるという

ことで、こちらは用途地域が無指定に存在する物件なのですね。そ

れで、確認なのですけれども、審議会もいろんな一般の方もたくさ

ん入ってらっしゃいますので確認なのですが、この無指定というの

はね、一応、第１種低層住居専用地域と同じ建築、建物の建て方だ

とか開発の仕方だとか指導方針だとかを、第１種低層住居専用地域

と同じにしているというふうに私は認識しているのですが、これ、

全てにおいて、例えば、建ぺい率、セットバック、屋根の形状、勾

配だとか、それから壁の色だとか、全てですね、全く同じというふ

うなことになっているのか、改めてちょっと確認しておきたいので

すけれども、お願いいたします。  

【会長】（●●●●●●●●●）  

 事務局の方、お願いします。  

 【事務局Ｃ】（●●●●●●●●●●）  

  お答えいたします。  

保養地域ということが今回の無指定地域の場所ですけれども、建

ぺい率にいたしましても、後退距離に関しましても、第１種低層住
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居専用地域と同じところで見ていただいています。  

【会長】（●●●●●●●●●）  

  よろしいですか。  

【Ｅ委員】（●●●●●●●●）  

  承知しました。  

【会長】（●●●●●●●●●）  

  他にご意見とかございますか。  

→  一同、意見ない旨のリアクションあり。  

【会長】（●●●●●●●●●）  

  それでは、挙手による表決をとらせていただきます。  

原案のとおり、本件の承認について賛成する方は挙手願います。 

→  賛成委員挙手（賛成多数）。  

【会長】（●●●●●●●●●）  

 ほとんどの方が挙手されましたので、本件は承認といたします。

よろしいですか。  

それでは、緑の景観賞に関する議題はここまでということで、【自

然保護対策優良事業認定部会長】（●●●●●●●●）、ご同席ど

うもありがとうございました。  

→  【自然保護対策優良事業認定部会長】（●●●●●●●●）退

室。  

 

（２）  軽井沢町地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（案）に

ついて  

【会長】（●●●●●●●●●）  

それでは、議題（２）になりますが、軽井沢町地球温暖化対策実

行計画（区域施策編）（案）について、事務局よりお願いします。  

【事務局Ｂ】（●●●●●●●●）  

 説明に入ります前に、事務局より一点お願いがございます。  

環境基本計画を策定する際にも、策定するにあたって専門的見地

からの技術的支援等が必要不可欠であるということで、国の機関や

他の地方公共団体において業務実績のある事業者と業務契約をし、

検討部会や審議会にも参加しながら策定に関わっていただきまし

た。  

今回の地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定にあたりまし

ても、専門的見地からの技術的支援等が必要不可欠であり、事業者

と業務契約を締結しておりますので、本審議会への出席をお認めい

ただきたく、お諮りさせていただきます。  
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【会長】（●●●●●●●●●）  

 只今、事務局より説明のありました、事業者の審議会への出席に

ついて、承認とさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。  

→  一同、意見ない旨のリアクションあり。  

【会長】（●●●●●●●●●）  

  それでは、事業者の方に入室いただきますので、少々お待ちくだ

さい。  

→  【受託業者社員Ａ】（●●●●●●●●●●●●●●）、【受

託業者社員Ｂ】（●●●●●●●●●●●●●）入室。  

【会長】（●●●●●●●●●）  

  それでは、事業者の方に簡単に自己紹介をお願いしたいと思いま

すが、どうぞよろしくお願いします。  

【受託業者社員Ａ】（●●●●●●●●●●●●●●）  

  軽井沢町様の地球温暖化対策実行計画策定業務を受託しており

ます、【受託業者社員Ａ】（●●●●●●●●●●●●●●）と申し

ます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。  

【受託業者社員Ｂ】（●●●●●●●●●●●●●）  

同じく【受託業者社員Ｂ】（●●●●●●●●●●●●●）と申

します。よろしくお願いいたします。  

【会長】（●●●●●●●●●）  

 どうもありがとうございました。  

 それでは議題を続けさせていただきますが、事務局からの説明を

お願いします。  

【事務局Ｂ】（●●●●●●●●）  

  議題（２）軽井沢町地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（案）

について説明いたします。  

  資料の右上に『議題第２号』と記してございますが、こちらをご

覧ください。  

  軽井沢町地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（案）について、

別紙資料２－① 軽井沢町地球温暖化対策実行計画（区域施策編）

（案）のとおりとし、軽井沢町地球温暖化対策実行計画（区域施策

編）（案）のパブリックコメントの実施方法について、別紙 資料２

－②軽井沢町地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（案）に対す

るパブリックコメント実施要領のとおりとしたいというものにな

ります。  

  まず初めに、地球温暖化対策実行計画（区域施策編）についての
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説明をさせていただきます。  

資料の右上に参考資料２－①と記してございますが、こちらをご

覧ください。  

各スライドの右下にナンバーを記してございます。  

まずスライド№１をご覧ください。地球温暖化対策実行計画は、

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく、地方公共団体が実施

する地球温暖化対策の総合的な計画となりまして、住民・事業者も

含む温室効果ガス排出削減計画となります。  

  続きましてスライド№２をご覧ください。なぜ、この計画の策定

が必要かと申しますと、令和４年度に行いました「地域再生可能エ

ネルギーポテンシャル調査業務委託」が環境省補助金を活用して実

施しておりまして、この補助金条件として令和６年度末までに策定

することが条件となっております。  

  続きましてスライド№３をご覧ください。では、なぜ地球温暖化

対策実行計画を環境基本計画として策定するのかと申しますと、地

球温暖化対策実行計画の実効性・効果を強化していくためには、環

境基本計画等の他の計画と一体的に策定することが望まれます。  

スライド№４になりますが、地球温暖化対策実行計画は、再エネ・

省エネ・交通やゴミなどの低炭素まちづくりの３本柱で構成される

ことが多く、「再エネ」は、地域再生可能エネルギーポテンシャル

調査の資料・データを活用でき、「省エネ」・「低炭素まちづくり」

は、環境基本計画の資料・データを活用することができます。  

また、軽井沢町の環境基本計画は、計画期間を 2024年から 2033年

までとして始まったばかりであり、類似した計画がいくつも策定さ

れることで住民や事業者の困惑も懸念され、これらを総合的に判断

いたしまして、環境基本計画に包含する形で策定することとしまし

た。  

この計画を策定するにあたりましては、３月 21日の自然保護審議

会で環境基本計画見直し検討部会設置要綱の承認をいただきまし

て、環境基本計画見直し検討部会の皆様に中心となって協議をいた

だいております。  

環境基本計画につきましては、行政はもちろんですが、事業者・

町民・別荘所有者・来訪者にまで、それぞれの目標や取組といった

ものがございます。従いまして、これらの方々が密接に関わってい

かなければなりませんので、その後、事務局で調整をさせていただ

き、参考資料２－②の名簿のとおり、５名の自然保護審議会委員の

方々を部会委員として指名させていただきました。  
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商工業事業者の関連団体の代表として【団体Ｃ】（●●●●●●

●）より自然保護審議会にご推薦をいただいておりました【Ｆ委員】

（●●●●●●●●●）、町民の代表として【団体Ｄ】（●●●●

●●●）よりご推薦をいただいておりました【Ｇ委員】（●●●●

●●●）、議会議員の中から選任いただきました【Ｈ委員】（●●

●●●●●●●）、別荘者の代表として【団体Ｅ】（●●●●●●

●●●●）よりご推薦をいただいておりました【Ｄ委員】（●●●

●●●●●）、農業関係者の関連団体の代表として【団体Ｆ】（●

●●●●●●●●）よりご推薦をいただいておりました【Ｓ委員】

（●●●●●●●●●）が部会委員となります。  

また、第１回の部会を６月 25日に開催しまして、部会長に【Ｇ委

員】（●●●●●●●）を互選いただきました。  

  その後 10月７日開催の第２回目の部会で審議いただきました計

画（案）が、今回、皆様にお示しいたしました資料２－①軽井沢町

地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（案）となりますので、こ

ちらの説明を続けてさせていただきます。  

  事前に皆様にお配りさせていただいておりますので、簡単にご説

明させていただきますがご了承ください。  

  まず、１ページをご覧ください。第１章として「計画策定の背景」

をまとめております。  

まずは、１として「気候変動の影響」について、そして、２ペー

ジから４ページになりますが、「２  地球温暖化対策を巡る国内外

の動向」ということで、「国際的な動向」から「国内の動向」、そ

して４ページになりますが、そして「長野県の取組み」まで記載し

ております。  

  次に５ページの「３  軽井沢町の取組み」についてでございます

が、2050年までに二酸化炭素排出量の実質ゼロを目指す「ＣＯ ２排

出実質ゼロ」宣言について記載しています。  

  次に６ページからになりますが、第２章として「計画の基本的事

項」をまとめております。  

  まず、「１  計画の位置づけ」でございますが、本計画は、「軽

井沢町環境基本計画」の一部として、別冊として策定するものであ

る旨記載しております。  

次に７ページの「２  計画期間」でございますが、本計画は、環

境基本計画と整合を図るために、環境基本計画の計画期間と一致さ

せるために、令和７年度（ 2025年度）から令和 15年度（ 2033年度）

までの９年間としております。また、令和 12年度（ 2030年度）を中
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間目標年度と位置づけております。  

次に、「３  計画の対象」ですが、軽井沢町全域を対象とし、町、

町民、事業者、別荘所有者、来訪者が一丸となって脱炭素社会の実

現を目指すこととしております。  

また、対象とする温室効果ガスですが、地球温暖化対策の推進に

関する法律に定められております７種の温室効果ガスのうち、二酸

化炭素を対象にすることとしております。  

次に、８ページになりますが、環境省の策定マニュアルに従いま

して、「特に把握が望まれる」とされている５つの部門を、本計画

では対象にすることとしております。  

次に９ページからになりますが、第３章として「軽井沢町の地域

特性」をまとめております。その中で 11ページをご覧ください。上

のグラフになりますが、軽井沢町においても、平均気温が上昇して

いることがわかります。  

次に 14ページをご覧ください。軽井沢町の産業としては、卸売業・

小売業の事業所が最も多く、次いで宿泊業・飲食サービス業の事業

所となります。ただ、下のグラフになりますが、生産額で言うと、

建設業が最も大きな割合を占め、全国の構成比と比較すると約５倍

となっております。  

次に 18ページをご覧ください。18ページから 23ページまで「再生

可能エネルギー導入状況と導入ポテンシャル」をまとめております。

18ページには、軽井沢町における再生可能エネルギーの導入状況の

推移を示しておりまして、下のグラフを見るとわかるように、太陽

光発電を中心に導入が進められていることが理解できます。19ペー

ジからは軽井沢町における再生可能エネルギーの導入ポテンシャ

ルをまとめております。23ページをご覧ください。一番下の表でそ

の内容をまとめております。  

次に、24ページから第４章として「温室効果ガス排出量の現況把

握と将来推計」をまとめております。下の表に、本計画の基準とな

る 2013年度の温室効果ガス排出量を記載しています。表最下段の真

ん中にある数値になりますが、「 157,876tCO 2」となっております。  

ページが飛びまして、26ページの真ん中のグラフをご覧ください。

基準年度（ 2013年度）に排出した温室効果ガスを、さまざまな施策

を講じたうえで、目標年度において、温室効果ガス排出量を削減し

ていくというイメージを示したものになります。  

27ページをご覧ください。ページの真ん中と下に、「温室効果ガ

ス排出量の将来推計（現状すう勢ケース）」という表とグラフがあ
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ります。これは、温室効果ガス排出のさまざまな施策を講じなかっ

た場合の温室効果ガス排出量の推計を示しているものですが、左側

の基準年度（ 2013年度）の排出量は、先ほど申し上げたとおり、

「 157,876tCO 2」となりますが、現況年度（ 2021年度）、そして、将

来推計（ 2030年度）においては、国における原子力や再生可能エネ

ルギーを含むエネルギー政策により、徐々に温室効果ガスの排出量

が削減されていきます。ただし、活動量の増加により、将来推計

（ 2050年度）においては、若干増加することが見込まれている状況

となります。  

次の 28ページと 29ページになりますが、さまざまな施策・対策を

講じた場合の将来推計を示しております。ＺＥＢ、ＺＥＨ等の建築

物、住宅における省エネルギー化、ＬＥＤ照明や省エネ家電の導入、

次世代自動車への切替え等の省エネ対策や太陽光発電設備の導入・

再生可能エネルギー由来の電力の導入、そして、森林整備による二

酸化炭素吸収等の対策を講じることによりまして、29ページにあり

ま す 表 と グ ラ フ に あ る よ う に 、 将 来 推 計 （ 2030年 度 ） に は 、

「 40,292tCO 2」を削減し、将来推計（ 2050年度）には、「 124,230tCO 2」

を削減していきます。そうした対策によりまして、30ページからに

なりますが、第５章「計画の目標」の中で、基準年度（平成 25年度・

2013年度）比で二酸化炭素排出量を 46％（－ 40,292tCO 2）削減し、

また、令和 32年度（ 2050年度）までのできるだけ早期に二酸化炭素

排出量を実質ゼロにする（－ 124,230tCO 2削減する )ことを目標とし

ております。  

また、31ページにおいて目標達成のために、令和 32年度（ 2050年

度）までに太陽光、こちらは建物系になりますが、8,095MWh/年を、

他地域からの再エネ電力の調達で 305,457MWh/年を導入することを

目標としています。太陽光（建物系）の具体的イメージとしては、

今後見込まれる新築建物の約１割及び新耐震基準を満たす既存建

物の約１割の屋根に太陽光発電を設置することになります。  

次に、32ページから第６章「目標達成に向けた施策」として、よ

り具体的な施策をまとめております。  

33ページをご覧ください。「基本方針１  脱炭素まちづくりの推

進」として、町側の具体的な取組みを記載しておりますが、施策１

として「建築物の省エネ化」、34ページに施策２として「公共交通

等の利用促進」、35ページに施策３として「自動車等の脱炭素の推

進」、36ページに施策４として「各主体での省エネの推進」をまと

めております。また、37ページと 38ページにおいては、事業者、町
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民・別荘所有者、そして来訪者ごとの目標達成に向けた具体的な取

組みを記載しております。  

  39ページをご覧ください。「基本方針２  エネルギー自給率の向

上」として、町側の具体的な取組みを記載しております。施策１と

して「屋根への太陽光発電設備の設置」、40ページに施策２として

「広域連携で生み出される再生可能エネルギーの利用拡大」、41ペ

ージに施策３として「小水力発電等の導入」、そして、42ページに、

再び事業者、町民・別荘所有者、そして来訪者ごとの目標達成に向

けた具体的な取組みを記載しております。  

  43ページをご覧ください。「基本方針３  総合的な地球温暖化対

策」として、町側の具体的な取組みを記載しております。施策１と

して「吸収源対策」、44ページに施策２として「ごみの減量化・資

源化の促進」、45ページに施策３として「基盤的施策の推進」、46

ページに施策４として「気候変動への適応」、そして、47ページか

らは、再び事業者、町民・別荘所有者、そして来訪者ごとの目標達

成に向けた具体的な取組みを記載しております。  

 最後になりますが、49ページから第７章として「計画の推進体制・

進捗管理」をまとめております。  

以上が、軽井沢町地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（案）

でございます。  

続きまして、資料２－②をご覧ください。  

この実行計画（案）のパブリックコメントを実施したく、実施方

法につきまして、軽井沢町地球温暖化対策実行計画（区域施策編）

（案）に対するパブリックコメント実施要領のとおりとしたいとい

うものになります。  

パブリックコメントの対象ですが、先程ご説明いたしました地球

温暖化対策実行計画（区域施策編）となります。パブリックコメン

トの実施方法になりますが、『⑴  募集期間』は、令和６年 11月 15

日（金曜日）から 12月 16日（月曜日）までの約１カ月を予定とし、

『⑵  計画の閲覧方法』は、町ホームページ又は環境課窓口を予定、

『⑶  意見の提出方法』は、オンライン回答、電子メール、郵送、

ファクシミリ、持参とし、『⑷  意見提出先』は記載のとおり環境

課環境政策係となります。周知は、広報誌「広報かるいざわ」や町

公式ホームページを始め、ＳＮＳも利用して周知したいと考えてお

ります。最後のページは、意見記入用紙（案）となります。  

 その他につきましては特にございません。以上、事務局からの説

明とさせていただきます。  
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【会長】（●●●●●●●●●）  

  只今、事務局より説明のありました内容について、何か質問・ご

意見等はございますか。  

 【Ｉ委員】（●●●●●●●●●）  

２つあります。  

まず、今回、（案）でいただいたこの実行計画なのですけれども、

軽井沢町の大きな特徴として、私、建築関係を担当しているので、

建物に関して言えば「寒い」というところが多分一番大きなポイン

トかなと思っていまして、全国を「暑い」・「寒い」の区分で分け

ると、軽井沢町は「２」なんですね。で、「１」が一番寒くて、「８」

が一番暖かい地域なのですけれど、「２」と言うと、もう北海道の

一部と同じぐらいの位置付けになるので、やはり長野県の中でもこ

の寒い地域というのは、やはりそれなりの配慮というか、対応が必

要かなと思うので、その辺に関して、また、もしかしたらパブリッ

クコメントでも出てくるかもしれないのですが、もう少し強調して

もいいのかな、ＺＥＨだとか断熱に関して、もう少し強調してもい

いのかなという思いがございます。で、それが１点目です。  

２つ目が、すいません、これ、どこまで公表されるかわかんない

のですけれど、パワーポイントの参考資料２－①のスライド２なん

ですけれど、この下の方の公募要領抜粋の表現と、上の説明とが、

若干、なんかニュアンスが違う気がして、下の方の公募要領だと、

この事業の結果について実行計画に適切に反映されるのが前提と

言っているのですけれども、上の説明を見ると、なんか補助金もら

ったから作らなければいけないみたいな流れに読めてしまうので、

もうちょっとなんか表現というか、順番を変えた方がいいのかなと

思いました。以上です。  

 【会長】（●●●●●●●●●）  

  軽井沢の寒冷地の特色と、それからパワーポイントのニュアンス

の整合性ですよね。  

事務局、よろしくお願いします。  

 【事務局Ｂ】（●●●●●●●●）  

ありがとうございます。  

１点目の「暑い」・「寒い」のご意見というのは検討部会の中で

も出てきておりませんでしたので、そこも踏まえて、パブコメで出

て来なかったとしても、部会の中で再度検討させていただきたいと

思います。  

 【事務局Ａ】（●●●●●●）  
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２点目ですけど、こちらのパワポの資料は外には出さないで、皆

様の資料という形で収めていていただきたいのですけれど。せっか

く、うちの方に地球温暖化対策が今年度から来ましたので、環境基

本計画の中には、ゼロカーボンの関係、触れてはあるのですけれど

も、それよりもうちょっと踏み込んだ形で皆さんにお示しして、

2050年、2030年はもうすぐなのですけれども、そういったことを目

指して、できることからやっていただくという思いで、こちらの方、

作成しておりますので、そういった形でお願いします。  

【会長】（●●●●●●●●●）  

よろしいですか。あと、他にご意見ありますか。  

【Ｄ委員】（●●●●●●●●）  

先日の部会でもちょっと申し上げたのですが、この 24ページので

すね、ＣＯ ２の排出量の基準となる状況の自動車の問題で、この旅

客、貨物も含めて、この台数は軽井沢町における登録台数というこ

とで、実はこれ、別荘族、来訪者も含めてこう取り組むということ

になると、ここがですね、だいぶ差が出るのではないかということ

で、事務局で色々調べていただいたようなのですが、中々そこまで

掴めないということなので、そうであれば、ここはですね、はっき

りと、軽井沢町における登録台数であるということをはっきり謳っ

た方がいいのではないかなというふうに思いますので、ちょっと意

見として申し上げます。  

【会長】（●●●●●●●●●）  

  事務局、いかがですか。  

 【事務局Ｂ】（●●●●●●●●）  

そのように対応させていただきたいと思います。  

【会長】（●●●●●●●●●）  

確かに夏になると他県の車がすごいです。場所によっては道路が

駐車場みたいに動かないというところもありますね。  

他に何かご質問あるいはご意見とかございますか。  

 【Ｊ委員】（●●●●●●●●）  

  最後のＰＤＣＡサイクルの部分と、前のページですかね、推進体

制ということで、このプランに当たるのが、この実行計画なのかな

と推測するのですが、チェック機能としては、まさにこの軽井沢町

自然保護審議会というのがチェック機能を果たすということにな

る理解でよろしいのでしょうか。  

このＰＤＣＡサイクルというのが、ちょっと。環境マネジメント

のＰＤＣＡサイクルというのかもしれないです。今、企業とかで言
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うと、ＰＤＣＡ、ちょっとなんか古い感じも受けるのですが、ちょ

っとチェック機能を強化して、より良いアクションに繋げるという

意味で。チェックの部分は、この審議会が当たるという理解でよろ

しいのですか。  

 【事務局Ｂ】（●●●●●●●●）  

今年度からスタートしております環境基本計画も、当時は「環境

基本計画策定『等』検討部会」という形で専門部会を設けさせてい

ただきまして、この『等』の部分というのは、毎年度、部会の方で

チェックをしていっていただきたいという意味合いも込めて『等』

をつけさせていただきました。  

今回、環境基本計画も動き出したのですが、５年ごとに見直しを

していくというところで、この３月の審議会の時には、部会の名称

を見直し、「見直し検討部会」ということにさせていただいて動き

出しているところです。審議会といいますか、審議会の下部になり

ますが、部会の方でチェックをしていただいて、その上で、また審

議会の方に報告をさせていただくというような流れを事務局の方

では考えております。  

【会長】（●●●●●●●●●）  

ありがとうございます。あと、他にございますか。  

 【Ｃ委員】（●●●●●●●●）  

  膨大な量なので、ちょっと私もまだ把握できてないのですけれど、

太陽光については推進する方向性というふうに拝見したのですけ

れど、建物系ということで記載がされているのですけれど、いわゆ

る野立てというのですかね、そういったものに関しては推進するの

か、あるいは、森林の保護ということも並立して書いてありますけ

ど、どのような方針なのでしょうか。  

 【事務局Ｂ】（●●●●●●●●）  

  軽井沢町は景観も大変大切にしておりますので、基本的には野立

てのソーラーパネルというのは認めない方針で、自然保護対策要綱、

等々で縛りをかけているというところもありまして、野立てのソー

ラーパネルに頼るようなゼロカーボンというのは目指せないとい

うところで、区域施策編の中からも施策としては除外するような形

でさせていただいております。  

【Ｃ委員】（●●●●●●●●）  

わかりました。ありがとうございます。  

 【会長】（●●●●●●●●●）  

あと、他にございますか。  
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 【Ｋ委員】（●●●●●●●●）  

  先程の太陽光発電、こちら、今確認していただいてありがたかっ

たのですけれども、建物の１割というふうに考えていられるような

のですけれども、この数字はもっと大きくはできないのでしょうか。

他の地域などで、特に島諸部、島ではかなり有効な発電方法で、そ

れと自然に対しても、実はそういうふうに建物の上で作るというの

は優しい方法だと私は確認しているのですけれども、いかがなもの

でしょうか。  

 【事務局Ａ】（●●●●●●）  

  太陽光の関係なのですけれども、報道等で皆さんご存知だと思い

ますが、大体、太陽光のパネルの耐用年数は 20年ぐらいと言われて

おりまして、2030年代には、この廃棄の問題が多分大きくクローズ

アップされると思います。環境基本計画の中でもその辺は触れられ

ておりますけれども、国の方でリサイクルをどうするかというのは、

今後議論されてくると思いますが、そういった中で、環境課とする

と、以前は他の課でやっていたのですけれど、環境課は、やはりゴ

ミの関係をやっていますので、どうしてもその廃棄物の問題という

のは、やはり無視ができないという形で、太陽光については、今後、

しっかりとしたリサイクルだとか、そういった部分があれば、また

検討はされてくる部分はあると思うのですが、現在においては、そ

れだけに大きな問題になるという形で、そう大きくは取り上げず、

他の再生可能エネルギーを入れるというのを念頭に置いた計画に

なるかと、そういったものを考えております。以上でございます。 

先程のパワーポイント資料なのですけれども、すでに部会資料で

使っておりますので、公開されているという形で、今回のパブコメ

では敢えては使わないのですけれども、部会資料で公開がされてお

ります。すいません、その点、すでに公開されているという点で訂

正させていただきます。  

 【Ｌ委員】（●●●●●●●●）  

  ソーラーパネルの件なのですけれど、農地にソーラーパネルを置

くような場合はどう考えているのかということと、それから、１割

にすると言っても、何か誘導策を持たなければ１割にもならない可

能性もあるのではないかと。そういう施策は何かあるのでしょうか。

２点、お聞きします。  

 【事務局Ａ】（●●●●●●）  

  先程も出ておりますけれど、一応、軽井沢町については野立てを

禁止しておりますので、今後もその方針は改善する予定はございま
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せん。  

あと１割ですけれども、今、国の方で「自治体排出カルテ」とい

うものがあるのですけれども、現在、再生可能エネルギー自体が 13

パーセントという軽井沢町は結果が出ておりますので、このぐらい

のものを維持できれば、建物系、大体約１割という形で出ておりま

すので、現在の太陽光、ご準備される方もおりますけども、大体、

現在の水準を維持していければ、その課題には達成できるという意

味で考えております。以上でございます。  

【会長】（●●●●●●●●●）  

あと、他にございますか。  

 【Ｍ委員】（●●●●●●●●）  

  １つ確認したいのが、この計画自体が、町民全体に向けてという

ことだと認識しているのですけれども、先程、「寒い」のが軽井沢

の特徴、逆に涼しくて、それが一つ軽井沢の魅力になっているとい

うふうに僕は認識しているのですが、これを、ある意味、危機感を

煽るというのも変な言い方なのですけれども、これが、何もやって

いかないと、気温が何度になっていくのか、平均気温が何度になっ

ていくのか。例えば、最近では、軽井沢ではクーラーを入れる家が

すごく増えて、これ、結構逆行するというか、そういうパターンか

なと思っているのですけれど、そこの、未来の予測、このまましな

いとどうなってしまうかというところが入っていると、より実効性

というか、皆さんに危機感がある程度出てくるのかなというふうに

思いまして、そういったことは可能かなと思って意見させていただ

きました。  

【受託業者社員Ａ】（●●●●●●●●●●●●●●）  

  将来予測としては、計画書 12ページの「気温の将来予測」のとこ

ろで軽井沢町の気温の変化というものは入れさせていただいたの

ですが、マップで分かりづらいかなというところもございますので、

こちらを見やすいような形で対応させていただければと思います。 

 【Ｉ委員】（●●●●●●●●●）  

先程の太陽光発電の関係でちょっと追加なのですけれども、多分、

ＺＥＨを目指すのであれば、太陽光で発電しないとゼロにはならな

いという設計の方もいらっしゃるので、その辺ですね、もし１割ぐ

らいを目標にというのだと、逆に、ＺＥＨを実現するためにどうし

ていくのかという対策が必要なのかなと思うのと、ＺＥＨ住宅を目

指すのであれば、その太陽光を乗せないと多分ゼロに近付かないと

いう考え方があるのと、あと、そうですね、表現によって、その１
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割というところと、太陽光発電を屋根の上に乗せましょうというの

を推進しますみたいな、ちょっと立ち位置が、今、まだ定まってい

ないのかなというところがあるので、町として、じゃあ太陽光も含

めて住宅のエネルギー政策どうしていきましょう、太陽光じゃない

のなら、こっちの方を推進しますみたいなものがあると住民の方に

わかりやすいかなと思いました。  

【会長】（●●●●●●●●●）  

  大事な点だと思いますが、事務局の方、お願いします。  

 【事務局Ａ】●●●●●●  

  この他の部分を含めまして、森林吸収だとか、他の文献を探しな

がら、皆さんに分かりやすく、何をやったらどのぐらい減るという

のを、もう少しわかりやすくした方が良いかなということで、業者

の方とも打ち合わせをやったところなのですけれども、その辺、今

日のいただいたご意見を含めまして、皆さん、何ができればこのゼ

ロカーボンになっていくのだというのは、最終的にはそういったも

ので示していければというふうに思っております。  

 【Ｎ委員】（●●●●●●●●）  

５年、１０年後には、人口減となって、私の世代を含めて、あと

10年くらいでほとんどいなくなります。自然減になる人口も配慮し

て考えるべきだと思います。  

【受託業者社員Ａ】（●●●●●●●●●●●●●●）  

将来推計の部分のところになるかと思うのですけれども、29ペー

ジのところで、家庭部門のところが人口、世帯の関係に関わってく

る部分になるのですけれども、こちらは人口ではなくて世帯数の増

減の統計から将来予測を立ててございます。軽井沢町の変化の部分

が 27ページになります。「活動量の将来変化」の表になっているの

ですけれども、家庭部門の世帯数が増加になっているのですけれど

も、過去の結果を踏まえまして、増加傾向になるということで、若

干の増加要件となっております。人口は減っていくのですけれども、

やはり、どこの自治体においても世帯数は増加傾向が見られるとい

ったところで、世帯数は増加ということになっております。  

【Ｎ委員】（●●●●●●●●）  

人口減ということで、ここで色々悩んでいても、相当人口は減る

と思います。頭を悩ませているのですが、私を含めて・・・  

【会長】（●●●●●●●●●）  

  ご意見どうもありがとうございました。  

ただし、軽井沢は人口が増えていますよね。これからも軽井沢に
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定住する人が増えるようにいけばと思っておりますけれども。  

それでは、他にご質問とかご意見ございますか。  

→  一同、意見ない旨のリアクションあり。  

【会長】（●●●●●●●●●）  

 それでは、挙手による表決をとらせていただきたいと思います。

原案のとおり、本件について賛成する方は挙手願います。  

→  賛成委員挙手（賛成多数）。  

【会長】（●●●●●●●●●）  

 賛成多数ということで、本件は承認といたします。  

 

（３）  軽井沢町版レッドデータブック策定について  

【会長】（●●●●●●●●●）  

それでは、議題（３）になりますが、軽井沢町版レッドデータブ

ック策定について、事務局よりお願いします。  

【事務局Ｂ】（●●●●●●●●）  

議題（３）について説明いたします。  

資料の右上に『議題第３号』と記してございますが、こちらをご

覧ください。  

軽井沢町レッドデータブック策定について、進捗状況を報告させ

ていただきます。  

軽井沢町版レッドデータブック策定にあたりましては、環境基本

計画見直し検討部会と同じく、３月 21日の自然保護審議会でレッド

データブック策定検討部会設置要綱の承認をいただきまして、参考

資料３－②をご覧いただきたいと思いますが、こちらの皆様に協議

をいただいております。  

自然保護審議会からは、【Ｌ委員】（●●●●●●●●）、【Ｅ

委員】（●●●●●●●●）、【Ｋ委員】（●●●●●●●●）、

【Ｊ委員】（●●●●●●●●）の４名に立候補をいただき、部会

委員として参加いただいております。  

自然保護審議会からの委員の他に専門委員としまして、  

【所属団体Ａ】（●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●）の【レッドデータブック策定検討部会専門委員Ａ】（●

●●●●●●●●）、【所属団体Ｂ】（●●●●●●●●●●●●

●）の【レッドデータブック策定検討部会専門委員Ｂ】（●●●●

●●●●●●）、【所属団体Ｃ】（●●●●●●●●●●）の【レ

ッドデータブック策定検討部会専門委員Ｃ】（●●●●●●●●●

●）、【所属団体Ｄ】（●●●●●●●●●●●）の【レッドデー
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タブック策定検討部会専門委員Ｄ】（●●●●●●●●●●）、【所

属団体Ｅ】（●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●）の

【レッドデータブック策定検討部会専門委員Ｅ】（●●●●●●●

●●）に専門委員をお願いしております。  

また、事務局側ではありますが、今年の４月より植生学の専門家

としてのアドバイスをいただいております【植生学専門員】（●●

●●●●●●●●●）にも参加していただき、第１回の部会を８月

20日に開催し、部会長に【レッドデータブック策定検討部会専門委

員Ａ】（●●●●●●●●●）を互選いただきました。  

検討部会で協議いただきました内容になりますが、参考資料３－

①をご覧ください。  

スライド№１になりますが、まず、調査対象地域を決定いただき

ました。  

記載のように、事務局で長野県内のレッドデータブックを策定し

ている他市町村を確認したところ、安曇野市、千曲市は市域全域を

対象としており、塩尻市は旧塩尻市内を、白馬村は標高 1,500ｍラ

イン以下が調査対象地域となっておりました。白馬村にヒアリング

させていただいたところ、標高 1,500ｍライン以上は開発不可エリ

アであるため調査対象外とした経緯があるとのことでございまし

た。軽井沢町も北部一帯は上信越高原国立公園で、南部一帯は妙義

荒船佐久高原国定公園となっておりますので、どの地域を調査対象

地域とするか議論をいただきました。出されましたご意見を紹介し

ますと、浅間山麓でのシカ害がいつ南下してきて、その影響が出て

くるかといった危機感があるといったこと、長野県のレッドデータ

ブックでは、国立公園内の生き物が大変特徴的な生物相における一

群をなしていることも事実であり、国立公園も含めてレッドデータ

ブックの対象範囲としているといったこと、地球温暖化が問題とな

っており、特に浅間山の中腹以上の偽高山帯の高山植物や、小浅間

山の山頂の高山植物等が、今後分布を標高の高い方に移動させてい

き、場合によっては消滅する可能性もあるため、現段階の記録を残

しておくのは重要であるということ、動物・昆虫は、生き物のため

移動するし、植物は種を飛ばすので、人間が決めた 1,500ｍライン

があったとしても、そこを跨いで行き来するのが生き物なので、人

間側の線引きでどこを含む、含まないと決めない方が良い、といっ

たご意見をいただき、軽井沢町全域を調査対象とすることとなりま

した。  

次にスライド№２になりますが、同様に、どの種を調査対象種と
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するかということも議論をいただきました。特に、表の２行目にあ

ります蘚苔類・藻類・地衣類・菌類の維管束植物以外と、表の最下

段の二つ、昆虫類・その他の無脊椎動物の分類を含む無脊椎動物を

調査対象とするか否かについて議論をいただきました。  

スライド№３のとおり、長野県では両方とも調査対象としている

のに対しまして、市町村では維管束植物以外を全ての市町村が調査

対象外としており、また、スライド№４のとおり、無脊椎動物に関

しては、トンボ類・チョウ類・甲虫類・貝類は全市町村が調査対象

としていますが、川底や湖、池の底などに生息する動物を指す底生

動物とクモ類は調査対象外としている市町村があることから議論

をいただきました。長野県では、できるだけ国に準じる形でカテゴ

リーを合わせてきたという結果とのことでしたが、市町村が分野を

ある程度限定する判断をしたのは、例えば、蘚苔類、藻類、地衣類

や菌類について、市町村内の正確な情報がそもそも大変乏しく、ど

のような種類の苔や藻類が自分たちの町や市に生息しているか分

からないという状況で、その中でも更に絶滅のおそれがあるような

ものを選ぶことは難しかったのではないかと推測されること、また、

それを判断するためにその自治体で活動している、その分野の専門

家の方が同じく乏しいということもあり、実現可能な対象分野を限

定していったのではないかと推測されるといったご意見をいただ

きました。調査対象種につきましては、今後において継続検討する

ことになりました。  

次にスライド№５になりますが、レッドデータブック作成の方向

性になります。事務局としましては、軽井沢町にかかわる全ての人

たちがレッドデータブックを最大限活用できるように、誰にとって

も、わかりやすく、親しみやすいレッドデータブックに、それは、

子どもたちでもわかる、子どもたちが楽しめるレッドデータブック

にしていきたいとの思いがございます。  

スライド№６をご覧いただきたいと思いますが、作成の方向性と

してパターン１とパターン２のどちらが望ましいかを議論いただ

きました。パターン１の「Ⅰ  レッドリスト作成」、「Ⅱ  一般的

なレッドデータブック作成」、「Ⅲ  子どもたちが楽しめるレッド

データブック普及版の作成」とすることになりました。  

しかしながら、環境基本計画を策定した際には、環境基本計画本

編の他に、子どもたちの環境教育に活用していただくために環境啓

発冊子「子ども向けハンドブック」を同時並行で作成しましたが、

レッドリスト作成、一般的なレッドデータブック作成と、子どもた
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ちが楽しめるレッドデータブック普及版の作成を同時並行で作成

できるのかは要検討となりました。  

この他にいただいた意見としましては、過去の文献を調査し、昔

は存在したが今は絶滅してしまった種がわかるレッドデータブッ

クにしていく、レッドリストは、国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）の

基準に則り作成する、住民も巻き込んで調査を行えるような仕組み

づくりが必要といった方向性が決定されました。  

スライド№７は、レッドリストとレッドデータブックの違いが皆

様に分かるように用意しました比較参考資料となります。  

スライド№８は、副教材の作成検討をイメージしていただくため

に用意しました資料となりますが、著作権等の問題がありますので、

資料や画像をＳＮＳなどにアップすることのないように部外秘扱

いでお願いいたします。  

最後にスライド№９をご覧ください。３月の自然保護審議会でも

お示ししましたが、レッドデータブック策定までのスケジュールと

なります。検討部会は、令和９年度のレッドデータブック策定まで

活動を続けてまいります。また、レッドデータブック策定にあたり

ましては、専門業者の支援が必要不可欠ですので、令和７年度にプ

ロポーザルを実施し、その専門業者を決定していきたいと考えてお

ります。その上で、専門業者の支援を受けながら令和９年度までに

レッドデータブックとしてまとめていきたいと考えており、そのプ

ロポーザル仕様書に盛り込んでおくべき内容等につきましても検

討部会でご意見を頂戴して進めてまいる予定でおります。  

以上、事務局からの報告とさせていただきます。  

【会長】（●●●●●●●●●）  

  只今、事務局より説明のありました内容について、何か質問・ご

意見等はございますか。  

 【Ｏ委員】（●●●●●●●●）   

レッドデータブック策定検討部会のメンバーの方ですが、軽井沢

町の植物園の園長が非常に見識の高い方だと私は理解しておりま

して、軽井沢町の植物について、ずっと関わって来られた方なので、

今更なんですが、お加えになるような、そういうような検討をされ

たのか、またお考えがあるかお伺いしたいと思います。  

 【事務局Ｂ】（●●●●●●●●）  

 植物園の園長は町職員ですので、横の連携をとっていきながら関

わっていただくようなことを考えておりますので、必要に応じて、

現地調査をこれからやっていかなければいけなくなった時に、その
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知見を十分に発揮していただきたいというふうに事務局側では考

えております。  

【会長】（●●●●●●●●●）  

  他にご意見とかございますか。  

→  一同、意見ない旨のリアクションあり。  

【会長】（●●●●●●●●●）  

  それでは、本件につきましては、報告事項ということになります

ので、表決はとらずに次の議題に移らせていただきます。  

 

（４）  軽井沢町の自然保護対策要綱等の改正について  

【会長】（●●●●●●●●●）  

それでは、議題（４）になりますが、軽井沢町の自然保護対策要

綱等の改正について、事務局よりお願いします。  

【事務局Ｂ】（●●●●●●●●）  

議題（４）について説明いたします。  

資料の右上に『議題第４号』と記してございますが、こちらをご

覧ください。  

軽井沢町の自然保護対策要綱等の改正について、進捗状況を報告

させていただきます。  

軽井沢町の自然保護対策要綱等の改正にあたりましては、他の部

会と同じく、３月 21日の自然保護審議会で軽井沢町の自然保護対策

要綱等改正検討部会設置要綱の承認をいただきまして、参考資料４

－③をご覧いただきたいと思いますが、こちらの皆様で協議をいた

だいております。  

 自然保護審議会からは、町議会選出の審議会委員の【Ｐ委員】（●

●●●●●●●●）、【Ｈ委員】（●●●●●●●●●）、【Ｏ委

員】（●●●●●●●●）以外の皆様が部会委員として参加されて

おります。  

 なお、町議会側から検討部会に参加いただいております【Ｅ委員】

（●●●●●●●●）より、９月 26日に行われました議会全員協議

会におきまして、７月５日に開催しました第１回目の検討部会の報

告を既にいただいておりますので、本日の審議会での改めての報告

は省略させていただきますがご了承をお願いいたします。  

 お配りいたしました参考資料４－①、参考資料４－②は、第１回

目の検討部会でお配りしました資料となります。  

 なお、参考資料４－③の名簿の日付が令和６年 10月１日現在とな

っておりますが、こちらは 10月１日付で町職員の人事異動がござい
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ました関係で委員の変更を行いました。その関係もございまして第

１回の検討部会を開催しました７月５日現在より変更となってお

ります。  

 今後につきましては、第２回検討部会を 11月 18日（月）に予定し

ております。只今、資料を調製中でございますが、より具体的な自

然保護対策要綱等の改正の概要を説明させていただき協議をいた

だく予定でおります。  

 以上、事務局からの報告とさせていただきます。  

【会長】（●●●●●●●●●）  

  只今、事務局より説明のありました内容について、何か質問・ご

意見等はございますか。  

 【Ｃ委員】（●●●●●●●●）  

  私、第１回の部会に参加させていただいたのですけれども、こち

ら、委員の方の名前が載っていますけれど、かなり人数が多くて、

こちらの今の審議会は 20人ぐらい、その約倍ですかね、40名の方が

いらして、今、事務局の方からより具体的なという話があったので、

期待しているところなのですけれども、多分、審議の進め方として、

やはりある程度テーマを絞ってですね、やっていった方がより審議

はしやすいかなという印象。第１回は顔合わせという意味が大きか

ったと思うのですけれども。そういうところで、冒頭、町長の方か

ら「規制の強化」も含めてというお話もいただいたと思うのですけ

れども、その辺のところというのは、非常に法律的な専門的なノウ

ハウというのも必要になってくると思いますので、その辺のところ

もある程度、今回の議題、議題と言うのですか、テーマを絞ってで

すね、委員の方も多いので、発言、どういう形でやっていくかって

ことも含めて、ある程度準備をしていただけるとありがたいなと。

具体的には、要綱の改正ということになっていると思うのですけれ

ど、それ以外のですね、例えば、景観行政団体への移行とか色々な

テーマが前回は出たと思うのですけれども、そういったことも含め

ていくのか、あるいは、そこはまた別のところで話し合うのかとい

うところも含めてですね、ちょっと話が拡散してしまう印象が前回

ちょっとあったので、その辺のところの次回の運営にちょっと期待

したいなっというところです。  

【会長】（●●●●●●●●●）  

  貴重なご意見ありがとうございます、事務局どうですか。  

 【事務局Ａ】（●●●●●●）  

  次回につきまして、多分、町の方で考えている提案をお話しして、
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その後、どう進めていくか。まだ、庁内、役場の中でも、課内の中

でも検討して、元々の方針で厳しい方向をずっと考えていますので、

そういった（案）を示した中で、まず協議していただいて、その後

どう進めるかについては、部会長に相談しながら進めていきたいと

いうふうに考えております。  

 【Ｏ委員】（●●●●●●●●）  

  資料を読ませていただきまして、ご意見なかったものですから、

少しお話をさせていただきたいと思うのですけれども、ホテル等の

（社員）寮、従業員さんの寮が、今、若い方の住む場所が足りない

ということで問題になっているのですけれども、その場合、寮を造

る場合、寮の個室にトイレ、お風呂、シャワールームとか、そうい

うものがつけられない、またキッチンの台がつけられないというよ

うなお話をお伺いしておりますが、まず、そちらの認識が正しいか

どうか、お伺いをしたいと思います。  

 【事務局Ｃ】（●●●●●●●●●●）  

  ホテル従業員の方々の寮ということで、今のお話の中では、キッ

チンやお風呂、キッチンの、その部屋の作り方ですかね、そこの部

分で町と協議していただくものがあると思うのですけれども。  

 【事務局Ｄ】（●●●●●●●●●●●）  

自然保護対策要綱の中で、トイレ、お風呂、キッチンをつけては

いけないというきまりはありません。まず、皆さんがおっしゃって

いたのは、おそらく自然保護対策要綱のプラスアルファの基準を満

たせないからそのようなお話になったのかと思います。一つの建物

のなかに、トイレ、お風呂、キッチンが二つずつ以上備わっている

と、集合住宅扱いとなり、通常の自然保護対策要綱の基準にプラス

して細かい基準が追加されます。おそらくお話しされた方は、その

プラスアルファの基準が守れないので、トイレ、お風呂、キッチン

がつけられないということをおっしゃったのかなと思うんですけ

れども、ニュアンスは伝わりましたでしょうか。  

 【事務局Ａ】（●●●●●●）  

集合住宅扱いになると 20戸以上はどうしなければいけないとか、

その辺の基準が多分出てくるので、大きさによってはそういう基準

をクリアしなければいけないとか、その辺が出てくるので、多分、

それに、例えば社員寮なのだけれど、普通のマンション系と違うよ

というのは、多分そういう工夫をされたいのかなと思いますので、

ちょっと、この要綱の、確かに従業員の住む場所をできるだけ確保

したいというのは、ホテル側としても、「緑の景観賞」の中でも、
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やはり昔の考えてきた従業員寮では中々人が集まらないと言って

いたので、多分、こういった話が出てくる話だと思いますので、今

回、要綱の見直しの中では、その社員のための寮と、一般的なマン

ション系のものとどう区分するのかと、ちょっとその辺の議論もし

なければいけないかなと思っていますので、ご質問ありがとうござ

います。  

【会長】（●●●●●●●●●）  

  重要な件ですよね。なんか、最初の議題に上がりました「緑景観

賞」で、【事務局Ａ】（●●●●●●）もおっしゃっていたのです

けれども、これまでは、従業員は、例えば、２人部屋とか、３人部

屋で良かったのですけれども、今、それだと、ホテルでは人が集ま

らないというので、個室にはなっていますよね。それで、外から見

た範囲なのですけど、とてもお風呂とか、そういう印象はなかった

のですけれども、ただ、今後のことを考えると、ちょっと頭に入れ

とくべき点かなとは思います。  

【Ｏ委員】（●●●●●●●●）  

ありがとうございます。  

私が聞いた現状といたしましては、（共同の）大きなキッチンと

それから大きなお風呂ということで、今、寮が成り立っているので

すけれど、それだとやはり今の若い方の住み方に合わないというこ

とで、個室にトイレとかキッチンとか浴室があればいい、作りたい

という意見がありましたので、またご検討いただければと思います

のでお願いいたします。  

【会長】（●●●●●●●●●）  

あと、他に何かご意見とかご質問ございますか。  

→  一同、意見ない旨のリアクションあり。  

【会長】（●●●●●●●●●）  

本件につきましても、議題（３）と同じように報告事項というこ

とになりますので、評決は取らない形にしたいと思います。  

以上で議事の議事は終了しましたので、進行を事務局にお返しし

たいと思います。  

 

６．閉   会  

【事務局Ａ】（●●●●●●）  

皆さん、長時間にわたりまして慎重審議、大変ありがとうござい

ました。  

今後も、各部会、それぞれの部会、「緑の景観賞」は、これで一
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旦終わりなのですが、他の部会は、要綱の見直しですとか、レッド

データブック関係、区域施策編につきましても最後の締めの段階に

なってきますので、それぞれ開催しながら、その中で部会を中心に

まず審議いただいて、また自然保護審議会の方で慎重の審議をよろ

しくお願いしたいと思います。  

以上を持ちまして、本日の自然保護審議会を終了とさせていただ

きます。本日は、大変ありがとうございました。  

 

以上。  


